
 

 函館市児童福祉法施行細則の一部を改正する規則を次のように定める。  

  令和５年５月１８日 

 

                  函館市長 大 泉   潤   

 

函館市規則第２９号 

   函館市児童福祉法施行細則の一部を改正する規則  

 函館市児童福祉法施行細則（平成１７年函館市規則第８２号）の一部  

を次のように改正する。 

 第４条第１項中「「省令」を「「施行規則」に改める。  

 第６条の２第１項，第６条の３第１項，第６条の５第１項，第６条の

６第１項，第６条の７，第６条の８第１項および第２項，第６条の９第

１項ならびに第６条の１０第１項中「省令」を「施行規則」に改める。 

 第６条の１２第１項中「省令」を「施行規則」に改め，同条第５項中

「省令第１条の２の５」を「施行規則第１条の２の７」に改め，同条第

６項中「省令」を「施行規則」に改める。 

 第７条および第８条中「省令」を「施行規則」に改める。  

   附 則 

 この規則は，公布の日から施行する。 


